
おおい町福祉人材確保支援金交付要綱
令和８年６月２３日
告示第　２０４　号





（目的）
第１条　この要綱は、町内に所在する高齢者福祉施設等及び障がい福祉施設等（以下「町内事業所」という。）に就職する者に対しておおい町福祉人材確保支援金（以下「支援金」という。）を交付することにより、町内事業所における職員不足の解消を図り、福祉人材の安定的な確保及び定着に寄与することを目的とする。
（支援金の種別等）
第２条　支援金の種別、交付対象者、交付要件及び金額は、別表第１に掲げるとおり
とする。
（支援金の交付申請）	
第３条　支援金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、おおい町
福祉人材確保支援金交付申請書兼請求書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を
添えて、町長に提出しなければならない。
（１）　町内事業所での雇用が確認できる就業証明書等の書類
（２）　誓約書（様式第２号）
（３）　その他町長が必要と認める書類
（支援金の交付決定等）
第４条　町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査
し、適正であると認めたときは、支援金の交付を決定するとともに、その額を確定
し、おおい町福祉人材確保支援金交付決定通知書兼交付確定通知書（様式第３号）
により申請者へ通知し、支援金を交付するものとする。
２　町長は、申請者に対して支援金を交付しないことを決定したときは、おおい町福
祉人材確保支援金不交付決定通知書（様式第４号）により申請者に通知するものと
する。
（支援金の返還等）
第５条　町長は、支援金の交付決定を受けた者（以下「受給者」という。）が偽りそ
の他不正の手段により支援金の交付を受けたときは、当該交付決定の全部又は一部
を取り消すことができる。
２　前項の規定により支援金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合で、既に支
援金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
（報告及び調査等）
第６条　町長は、支援金の適正な支出のため、必要に応じて受給者に対し報告又は調
査その他必要な措置（以下「報告及び調査等」という。）を求めることができる。
２　受給者は、報告及び調査等の求めがあったときは、これに応じなければならな
い。
（関係書類等の保存）
第７条　受給者は、支援金に係る関係書類等（これらの作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合は、当該電磁的記録）を支援金の交付を受けた年度の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。
（その他）
第８条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附　則
　この告示は、公表の日から施行し、令和８年４月１日から適用する。



	支援金
の種別
	交付対象者及び交付要件
	金額

	就労
支援金
	次に掲げる要件を全て満たす者
（１）　令和８年４月１日以降に雇用契約を締結し、町内事業所での勤務開始から６か月を経過していること。
（２）　町内事業所での勤務開始から継続して３年以上勤
務する意思があること。
（３）　過去にこの要綱による支援金の交付を受けていな
いこと。
（４）　正規職員かつ常勤労働者であること。
（５）　別表第２及び別表第３に掲げる職種であること。
（総務、経理等の事務的作業のみを行う場合は対象
外。）
	１人当たり
１０万円

	就労継続
支援金

	（1）  就労支援金の交付を受けた者であって、雇用開始
から１年を経過していること。
	１人当たり
２０万円

	
	（2）  就労継続支援金（１）の交付を受けた者であっ
て、雇用開始から２年を経過していること。
	１人当たり
２０万円

	
	（3）  就労継続支援金（２）の交付を受けた者であっ
て、雇用開始から３年を経過していること。
	１人当たり
３０万円


別表第１（第２条関係）


別表第２　高齢者福祉施設等
	区分
	職種

	訪問介護
	訪問介護員、サービス提供責任者

	訪問入浴介護
	看護師、准看護師、介護職員

	訪問看護
	保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

	訪問リハビリテーション
	理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

	居宅療養管理指導
	薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士

	通所介護
	生活相談員、看護師、准看護師、介護職員、機能訓練指導員

	通所リハビリテーション
	理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、介護職員

	短期入所生活介護
	生活相談員、介護職員、看護師、准看護師、栄養士、機能訓練指導員

	短期入所療養介護
	薬剤師、看護師、准看護師、介護職員、支援相談員、理学療法士、作業療法士、栄養士

	特定施設
入居者生活介護
	生活相談員、看護師、准看護師、介護職員、機能訓練指導員、計画作成担当者

	福祉用具貸与
	福祉用具専門相談員

	特定福祉用具販売
	福祉用具専門相談員

	定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
	オペレーター、訪問介護員、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

	夜間対応型訪問介護
	オペレーター、訪問介護員

	地域密着型通所介護
	生活相談員、看護師、准看護師、介護職員、機能訓練指
導員

	認知症対応型通所介護
	生活相談員、看護師、准看護師、介護職員、機能訓練指
導員

	小規模多機能型居宅介護
	介護従業者、介護支援専門員

	認知症対応型共同生活介護
	介護従業者、計画作成担当者

	地域密着型特定施設
入居者生活介護
	生活相談員、看護師、准看護師、介護職員、機能訓練指
導員、計画作成担当者

	地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護
	生活相談員、介護職員、看護師、准看護師、栄養士、管
理栄養士、機能訓練指導員、介護支援専門員

	複合型サービス
	介護従業者、介護支援専門員

	居宅介護支援
	介護支援専門員

	介護老人福祉施設
	生活相談員、介護職員、看護師、准看護師、栄養士、管
理栄養士、機能訓練指導員、介護支援専門員

	介護老人保健施設
	薬剤師、看護師、准看護師、介護職員、支援相談員、理
学療法士、作業療法士、言語聴覚士、栄養士、管理栄養
士、介護支援専門員

	介護医療院
	薬剤師、看護師、准看護師、介護職員、理学療法士、作
業療法士、言語聴覚士、栄養士、管理栄養士、介護支援
専門員、診療放射線技師





別表第３　障がい福祉施設等
	区分
	職種

	居宅介護
	サービス提供責任者、「指定居宅介護の提供に当たる者と
してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等（平成１８年厚生労働省告示第５３８号）」第１条各号に定める者

	重度訪問介護
	居宅介護に準じる

	同行援護
	居宅介護に準じる

	行動援護
	居宅介護に準じる

	療養介護
	看護師、准看護師、看護補助者、生活支援員、サービス管理責任者

	生活介護
	保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、生活支援員、サービス管理責任者

	短期入所
	生活支援員

	重度障害者等包括支援
	サービス提供責任者、相談支援専門員、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成１８年厚生労働省告示第５２３号)別表介護給付費等単位数表第８の重度障害者等包括支援サービス費の注１に規定する利用者の支援の度合に相当する支援の度合にある者に対する入浴、排せつ、食事等の介護その他これに準ずる業務に３年以上従事した経験を有する者

	施設入所支援
	生活支援員、サービス管理責任者

	障害者支援施設
	保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、生活支援員、職業指導員、サービス管理責任者

	自立訓練
	保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、生活支援員、地域移行支援員、サービス管理責任者

	就労移行支援
	職業指導員、生活支援員、就労支援員、サービス管理責任者

	就労継続支援
	職業指導員、生活支援員、サービス管理責任者

	就労定着支援
	就労定着支援員、サービス管理責任者

	就労選択支援
	就労選択支援員

	自立生活援助
	地域生活支援員、サービス管理責任者

	共同生活援助
	世話人、生活支援員、サービス管理責任者、夜間支援従事者

	相談支援
	相談支援専門員

	児童発達支援
	児童指導員、児童発達支援管理責任者、機能訓練担当職員、保健師、助産師、看護師、准看護師、保育士、栄養士

	放課後等デイサービス
	児童指導員、保育士、児童発達支援管理責任者、機能訓練担当職員、保健師、助産師、看護師、准看護師

	居宅訪問型児童発達支援
	訪問支援員、児童発達支援管理責任者

	保育所等訪問支援
	訪問支援員、児童発達支援管理責任者

	障害児相談支援
	相談支援専門員

	福祉型障害児入所施設
	保健師、助産師、看護師、准看護師、児童指導員、保育士、栄養士、調理員、児童発達支援管理責任者、心理指導担当職員、職業指導員

	医療型障害児入所施設
	児童指導員、保育士、心理指導担当職員、理学療法士、作業療法士、児童発達支援管理責任者、職業指導員、薬剤師、看護師、准看護師、看護補助者、栄養士、診療放射線技師




様式第１号（第３条関係）
　　年　　月　　日

おおい町福祉人材確保支援金交付申請書兼請求書

おおい町長　様

申請者　住　所

氏　名　　　　　　　　　印

おおい町福祉人材確保支援金交付要綱第３条の規定により、下記のとおり申請します。また、交付が決定したときは、支援金を請求します。

記

１　支援金の種別　　　　　□ 就労支援金　□ 就労継続支援金　

２　交付申請（請求）額　　　　　　　　　　　円

３　支援金の振込口座情報
	金融機関名
	

	支店名
	

	口座種目・番号
	普通・当座
	
	
	
	
	
	
	

	フリガナ
	

	口座名義
	



４　添付書類
・町内事業所での雇用が確認できる就業証明書等の書類
・誓約書（様式第２号）
・その他町長が必要と認める書類
　　　　
※誓約書は就労支援金の申請の場合のみ添付

様式第２号（第３条関係）


誓 約 書

私は、おおい町福祉人材確保支援金の交付申請に当たり、町内事業所での勤務開始から継続して３年以上勤務することを誓います。
　また、おおい町福祉人材確保支援金交付要綱を順守し、支援金の返還等（第５条）、報告及び調査等（第６条）、関係書類等の保存（第７条）の規定に従います。



おおい町長　様


　　年　　月　　日


申請者　住　所
氏　名




様式第３号（第４条関係）
第     　   号
　  年    月    日

様

おおい町長　　　　　　　　　印



おおい町福祉人材確保支援金交付決定通知書兼交付確定通知書



年　月　日付けで申請のあった福祉人材確保支援金の交付申請について、下記のとおり決定し、補助金の額を確定しましたので通知します。


記


１ 交付決定（確定）額 　金　　　　　　　  円

２ 交付条件 おおい町福祉人材確保支援金交付要綱の規定に従うこと。


様式第４号（第４条関係）
第     　   号
　  年    月    日

様

おおい町長　　　　　　　　　印



おおい町福祉人材確保支援金不交付決定通知書



年　月　日付けで申請のあったおおい町福祉人材確保支援金の交付申請について、次のとおり交付しないことに決定しましたので通知します。


（不交付の理由）
